
  

異業種等と連携した商品開発支援事業業務方法書  
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第１章 総  則 

 

（業務方法書の目的）  

第１条 この業務方法書は、とくしま六次産業化推進連携協議会（以下「協議会」とい

う。）が行う商品開発支援事業に係る業務の方法について基本的事項を定め、もってそ

の業務の適正な運営に資することを目的とする。  

 

（業務運営の基本方針）  

第２条 協議会は、その行う業務の重要性に鑑み、補助金の交付決定にあたって、徳島

県及び協議会の会員市町から付された条件、本業務方法書その他の法令等を遵守する

とともに、関係機関との緊密な連絡の下、本業務方法書に定めた手続に従って、業務

並びに事業を適正かつ効率的に運営しなければならない。  

 

 

第 ２ 章  事 業 の 実 施  

 

（ 事 業 の 目 的 ）  

第３条 本事業は、多様な事業者等の連携の下で、農山漁村が有する地域資源の価値を

向上させ、消費者等が求める商品を提供していく６次産業化及び農商工連携の推進に

資することを目的として実施する。  

 

（ 事 業 実 施 主 体 ）  

第 ４ 条  事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 事 業 実 施 主 体 」 と い う 。） は 、 次

の 各 号 に 規 定 す る 事 項 の 全 て を 満 た す 者 と す る 。  

（１）原 則 と し て 、協 議 会 の 会 員 市 町（ 協 議 会 の 特 別 会 計 に 係 る 事 業 に つ い て

は 、 特 別 会 計 に 負 担 金 を 拠 出 す る 市 町 に 限 る 。） 内 に 主 た る 事 務 所 等 を 有 す

る 者 。 た だ し 、 会 員 市 町 が 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（２）県産農林水産物を特色ある原材料として、６次産業化又は農商工等連携に取り組

み、若しくは取り組もうとする者。なお、特色ある原材料とは、本事業の実施を通じ

て新たな価値を付加しようとする県産農林水産物をいう。  

２ 前項の事業実施主体が任意団体である場合は、次の各号に規定する事項の全てを満

たす場合に対象とする。  



  

（１）主たる事務所の定めがあること。  

（２）代表者の定めがあること。  

（３）定款、組織規約、経理規程等の組織運営に関する規程があること。  

（４）本事業に取り組むことが総会等において承認されていること。  

３ 同一の市町において、第１項に規定する事項を満たす事業者が複数あるときは、  

当該市町の裁量により事業実施主体を選考するものとする。  

 

（ 事 業 の 内 容 ）  

第 ５ 条  次のいずれかに取り組む事業実施主体に対し、必要な経費の補助を行う。  

（１）一般消費者向け商品の新規開発又は既存の一般消費者向け商品の改良。 

（２）一次加工品の新規開発又は既存の一次加工品の改良。ここでいう一次加工品とは、

業務用に販売する半製品を含む。  

 

（ 事 業 の 実 施 条 件 等 ）  

第 ６ 条  事業実施主体は、次の各号に規定する事項について実施し、又は遵守するも

のとする。  

（ １ ） 県 産 農 林 水 産 物 を 特 色 あ る 原 材 料 と し て 使 用 し て い る こ と が 確 認 で き

る 書 類 の 保 管  

（ ２ ） 一 般 消 費 者 向 け 商 品 については、最 終 需 要 者 で あ る 消 費 者 の ペ ル ソ ナ の

設 定 及 び 利用シーンの提示のための資料の作成  

（ ３ ） 補助対象となる商品のＦＣＰ展示会・商談会シートの作成 

（ ４ ） 関係法令を遵守した適正な食品表示の実施  

（ ５ ）協議会が指定する専門家への相談（ただし、専門家の指導・助言により生じた不

利益は、協議会及び専門家の責に帰さないものとする。） 

（６）専門家の指導による原価計算の実施及びこれに基づく適正な販売価格の設定  

 

（ 努 力 義 務 ）  

第 ７ 条  事 業 実 施 主 体 は 、 次 の 事 項 の 実 施 に つ い て 努 力 す る も の と す る 。  

 

（ １ ） 市 場 調 査 （ 新 商 品 の 仕 様 や 顧 客 の 評 価 等 の 測 定 ・ 分 析 等 ） の 実 施  

（ ２ ） 協議会又はその会員が主催する研修会等への参加  

（ ３ ） 商談会・展示商談会等への参加 

 

（事業実施に係る採択基準等）  

第 ８ 条  事業実施に係る採択基準は、次の各号に規定する事項の全てを満たすこととす

る。 

（ １ ）事業実施計画が事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業を確実に遂行

するために適切なものであること。  

（ ２ ） 事業実施主体が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。 

（ ３ ）事業費のうち、事業実施主体の負担分について、適正な資金調達が可能であるこ

と。 

 



  

 

 

（ 計 画 の 承 認 ）  

第 ９ 条  事 業 実 施 主 体 は 、 事 業 実 施 計 画 を 作 成 し 、 様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２

号 に よ り 市 町 を 経 由 し 、とくしま六次産業化推進連携協議会長（以下「協議会長」

という。）へ計画の承認を申請する も の と す る 。 このとき、市町はその内容を確認

し、内容に不備がある場合は事業実施主体を指導する。  

２  協議会長は、前項の定めるところにより事業実施主体から計画の承認の申請があっ

た場合において、その内容が適切であるときは、この計画を承認し、様式第３号によ

り市町を経由して事業実施計画の承認及び補助金の割当を事業実施主体に通知する。 

 

（事業の着手）  

第10条 事業の着手は、交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実

施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定の前に着手する場合にあっ

ては、事業実施主体は、あらかじめ、市町の指導を受けた上で、様式第４号にその理

由を明記し、協議会長に提出するものとする。  

２ 前項のただし書により交付決定の前に着手する場合については、事業実施主体は、

本事業について、事業の内容及び交付金の交付が確実となってから、着手するものと

する。また、この場合においても、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等

は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。なお、事業実施主体は、交付

決定の前に着手した場合には、交付申請書に着手年月日を記載するものとする。  

３ 市町は、第１項のただし書による着手については、事前にその理由等を十分に検討

して必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要な指導を十分に

行うことにより、本事業が適正に行われるようにするものとする。  

 

 

（ そ の 他 ）  

第 11条  協 議 会 長 及 び 市 町 は 、 事 業 実 施 主 体 に 対 し 、 こ の 事 業 に 関 し て 必 要

な 報 告 を 求 め 、 又 は 指 導 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

２  徳 島 県 は 、 協 議 会 及 び 市 町 と 連 携 し 、 適 宜 、 事 業 実 施 主 体 へ の 指 導 を 行

う こ と が で き る も の と す る 。  

３  業務の方法についての細部の事項については、必要に応じて協議会長が別に定める

ものとする。  

 

 

第 ３ 章  補 助 金 の 交 付  

 

（ 補 助 金 の 交 付 に 係 る 通 則 ）  

第 12条  前 章 に 基 づ い て 行 う 事 業 に 要 す る 経 費 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い

て 事 業 実 施 主 体 に 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 補 助

金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 30年 法 律 第 179号 ）、 補

助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令（ 昭 和 30年 政 令 第 255



  

号 ）、 農 林 地 区 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 31年 農 林 省 令 第 18号 ）、

予 算 科 目 に 係 る 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 事 務 に つ い て 平 成 12年 度 予 算 に 係

る 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る も の か ら 地 方 農 政 局 長 に 委 任 し た 件 （ 平 成 12年

６ 月 23日 農 林 水 産 省 告 示 第 899号 ） の 定 め る ほ か 、 こ の 業 務 方 法 書 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。 な お 、 こ の 業 務 方 法 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 徳 島

県 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 58年 徳 島 県 規 則 第 53号 ） の 例 に よ る 。  

 

（ 補 助 率 等 ）  

第 13条  補 助 率 は 別 表 １ の と お り と し 、 交 付 対 象 経 費 及 び 交 付 の 対 象 と し な

い 経 費 は 別 表 ２ の と お り と す る 。  

２  一 般 型 に お い て 、二 次 募 集 を 行 っ て も な お 応 募 が な い 市 町 が 存 す る 場 合 、

協 議 会 は 、 当 該 市 町 か ら 拠 出 さ れ た 特 別 会 計 に 係 る 負 担 金 を 当 該 市 町 に 返

納 す る も の と す る 。   

 

（ 交 付 の 申 請 及 び 交 付 決 定 の 通 知 ）  

第 14条  事業実施主体は、様式第５号により市町を経由し、協議会長へ交付金の交付を

申請するものとする。このとき、市町はその内容を確認し、内容に不備がある場合は

事業実施主体を指導しなければならない。  

２ 協議会長は、前項の定めるところにより事業実施主体から補助金の交付の申請があ

った場合、その内容が適切であるときは、補助金の交付を決定し、様式第６号により

市町を経由して交付の決定を事業実施主体に通知するとともに、参考様式３によりそ

の旨を県に通知するものとする。  

３ 協議会長及び市町は、補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて交付の条件を附

すことができる。ただし、市町は協議会長の附した条件を取消し、又は条件を緩和す

ることはできないものとする。なお、市町及び協議会長の付した条件に矛盾が生じ得

ると考えられる場合には、協議会長が条件を調整するものとする。  

４ 事業実施主体は、第１項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消

費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申

請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限り

でない。  

 

（申請の取下げ）  

第 15条  事業実施主体は、前条第２項の規定による通知を受けた場合において、当該通

知に係る交付金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該

通知を受けた日から起算して７日を経過した日までに、申請の取下げをすることがで

きる。また、申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、

なかったものとみなす。  

２ 協議会長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により



  

特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助金事

業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。  

３ 協議会長は、前項の規定による取消し又は変更をしたときは、速やかに、その決定

の内容及びこれに付した条件を事業実施主体に通知するものとする。  

 

（契約の適正化）  

第 16条  事業実施主体は、他の民間団体等に本事業の全部又は一部を委託して行わせる

ときは、次に掲げる事項を事業実施計画に記載することにより協議会長の承認を得る

ものとする。  

（１）委託先  

（２）委託する事業の内容及びそれに要する経費  

２ 事業実施主体は、事業を遂行するため、委託契約をする場合は、一般競争入札又は

見積合わせに付さなければならない。  

３ 委託契約の総額は総事業費の 1/2を超えてはならないものとする。  

 

（計画の変更）  

第 17条  事業実施主体は、第９条第２項の定めるところにより協議会長の承認を得た事

業実施計画に別表１の重要な変更の欄に掲げる内容の変更をする場合は、様式第７号

により、市町を経由して協議会長に計画の変更について承認を申請しなければならな

い。 

２ 協議会長は、前項の定めるところにより事業実施主体から計画の変更について承認

の申請があった場合、その内容が適切であるときは、計画の変更を承認し、様式第８

号により市町を経由して事業実施計画の変更の承認を事業実施主体に通知するととも

に、その旨を県に通知するものとし、必要に応じ交付決定の内容の変更又は条件を付

することができる。  

３ 計画の変更のうち次の内容の変更をする場合は、変更後の計画書を市町を経由して

協議会長に提出することで足るものとする。 

 （１）助言を受ける専門家等の追加及び変更に係るもの  

 （２）連携先の追加及び変更に係るもの  

 

（遂行状況）  

第 18条  事業実施主体は、事業を行う年度の11月末日時点の事業遂行状況について、12

月15日までに、様式第９号により、市町を経由して協議会長に提出するものとする。

ただし、事業を行う年度の11月末日までに第 19条に基づく事業実績報告書を提出した

場合はこの限りでない。  

２ 協議会長は、前項に定めるもののほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があ

ると認めるときは、事業実施主体に補助金事業の遂行状況に関し、報告を求めるもの

とする。  

３ 協議会長は、前２項の定めるところにより事業実施主体から提出を受けた報告書等

により、その者の補助金事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従っ

て遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助金事業



  

を遂行すべきことを命ずることができる。  

４ 協議会長は、事業実施主体が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対

し、当該補助金事業の遂行の一部停止を命ずることができる。  

 

（実績報告）  

第 19条  事業実施主体は、事業が完了したとき（事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）は、事業の実績について様式第 10号を作成し、協議会長の定める書類を添えて、

補助金事業が完了した日から起算して 15日を経過した日又は補助金の交付の決定の

あった年度の３月末日のいずれか早い期日までに、市町を経由し、協議会長に提出す

るものとする。この場合の事業の完了とは、事業に要した全ての経費の精算・支払が

終了することをいうものとする。  

２ 第14条第４項のただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、次のとお

り協議会長に報告しなければならない。  

（１）第１項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除

税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

（２） 第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告に

より当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前

項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回

る部分の金額）を速やかに様式第 11号により協議会長に報告するとともに、協

議会長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金

に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、

その状況等について、第１項の報告書の提出とともに、同様式により報告しな

ければならない。  

 

（補助金の額の確定）  

第 20条  協議会長は、前条の定めるところにより事業実施主体から提出を受けた事業実

績報告書が適切である場合は、事業の完了を承認するとともに補助金の額を確定し、

様式第12号により市町を経由して事業実施主体に通知するとともに、その旨を県に通

知するものとする。  

 

（補助金の請求）  

第 21条  補助金は原則、精算払とする。  

２ 事業完了の承認を受けた事業実施主体は、様式第 13号により、協議会長に補助金を

請求するものとする。  

 

（補助金の交付）  

第 22条  協議会長は、前条の定めるところにより提出を受けた請求書の内容が適切であ

る場合は、補助金を事業実施主体に交付するものとする。  

２ 補助金の交付は口座振込の方法によるものとする。  

３ 協議会長は、第１項の規定により補助金を交付したときは、その旨を様式第 14号に

より市町及び県に通知するものとする。 



  

 

（補助金の経理）  

第 23条  事業実施主体は、本事業についての帳簿を備えるとともに、事業の実施に係る

支出内容の証拠書類、証憑又は証拠物等を整備し、事業実施年度の翌年度から５年間

保存するものとする。  

 

（財産の管理等）  

第 24条  事業実施主体は、事業の実施により整備した器具等について、善良なる管理者

の注意をもって管理し、事業の用に限り使用するものとする。  

 

附 則 

 

１ この業務方法書は、令和３年７月６日から施行する。  

２ この規程の施行に伴い、「大学等と連携した商品開発事業業務方法書（平成 29 年

10 月 10 日制定）」は、廃止する。この場合において、令和２年度までに実施した事

業については、従前の例による。  

 

附 則 

１ この業務方法書は、令和４年７月 25 日から施行する。  

 ２ この規程の施行前に実施した事業については、従前の例による。  

 

附 則 

１ この業務方法書は、令和５年５月８日から施行する。  

 ２ この規程の施行前に実施した事業については、従前の例による。  

 

附 則 

１ この業務方法書は、令和６年４月 24 日から施行する。 

２ この規定の施行前に実施した事業については、従前の例による。  

 

附 則 

１ この業務方法書は、令和７年３月 28 日から施行する。  

２ この規定の施行前に実施した事業については、従前の例による。  

 

附 則 

１ この業務方法書は、令和８年４月１日から施行する。  

２ この規定の施行前に実施した事業については、従前の例による。  

 



  

別表１ 

区分 事業実施主体の  

要件  

経費 補助率等  重要な変更  

経費の  

配分の  

変更 

事 業 の 内 容 及 び 交

付金の額の変更  

一般型 

 

 

 

 

 

１  徳 島 市 、 阿 波

市 、 藍 住 町 、 板

野 町 に 主 た る 事

務 所 等 を 有 す る

こ と 。  

２ 県産農林水産物

を特色ある原材料

として、６次産業

化又は農商工連携

等に取り組み、又

は取り組もうとす

る者であること。  

 

一 般 消 費 者

向 け 商 品 の 新

規 開 発 又 は 既

存 商 品 の 改 良

に 要 す る 経 費

（ 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 を

除く。） 

定額（ 10/10

以 内 （ 上 限

500千円）） 

－ １ 事業の廃止  

２  事 業 実 施 主 体

の変更 

３  交 付 金 の 額 の

変更 

４  成 果 目 標 の 変

更 

 

一次加工支

援型 

１  協 議 会 の 会 員

市 町 内 に 主 た る

事 務 所 等 を 有 す

る こ と 。  

２ 県産農林水産物

を特色ある原材料

として、６次産業

化又は農商工連携

等に取り組み、又

は取り組もうとす

る者であること。  

 

一 次 加 工 品

の 新 規 開 発 又

は 改 良 に 要 す

る経費（消費税

及 び 地 方 消 費

税を除く。）  

定額（ 10/10

以 内 （ 上 限

250千円）） 

－ １ 事業の廃止  

２  事 業 実 施 主 体

の変更 

３  交 付 金 の 額 の

変更 

４  成 果 目 標 の 変

更 



  

別表２ 

区分 経費の種類  備 考 

交付対象経

費  

１  試 作 品 の 作 成 に 係

る 経 費  

① 原 材 料 費  

② 商 品 の 製 造 ・ 加 工 に

要 す る 機 器 の 賃 借 料  

（ レ ン タ ル 料 ）  

③ 商 品 の 製 造 ・ 加 工 に

要 す る 機 器 の 購 入 に 係

る 経 費  

④ 加 工 委 託 費  

⑤ 成分分析に係る経費 

①の試作に要する原材料費のうち、自ら生産した農林

水産物は対象外とする。  

②の機器の賃借料は、一時的な利用のためのレンタル  

料を対象とし、リース契約によるものは対象外とする。 

③の機器は、新商品の製造に必須の機器で、かつ複数 

年にわたって使用可能な耐用性があること。また、一の

機器につき１万円未満（消費税及び地方消費税を除く。）

であること。 

ただし、複数の安価な加工用機器を購入する場合にあ

っては、その合計金額は５万円未満（消費税及び地方消

費税を除く。）とし、これを超える機器の購入は交付対

象事業費に含めないものとする。  

④の委託費の総額は、交付対象事業費（一般型に  

おいて交付対象事業費が 500千円を超える場合にあって

は 500千円。一次加工支援型において交付対象事業費が

250千円を超える場合にあっては 250千円。以下同じ。）

の1/2を超えてはならない。  

⑤の成分分析に係る経費は、交付対象事業費の  

2/10を超えてはならない。  

 

２  パ ッ ケ ー ジ 及 び ラ

ベ ル の 作 成 費  

① デ ザ イ ン 委 託 費  

② 容 器 包 装 購 入 費  

③ ラ ベ ル 印 刷 費  

①の委託費の総額は、交付対象事業費の 1/2を超えて

はならない。  

② の 容 器 包 装 購 入 費 及 び ③ の ラ ベ ル 印 刷 費 は 、

１ 製 品 あ た り 、事 業 実 施 年 度 の 各 製 品 の 年 間 製 造

予 定 数 に 翌 年 度 の 年 間 製 造 予 定 数 の 1/2を 加 え た

数 又 は 1,000枚 （ 個 ） の い ず れ か 少 な い 数 を 上 限

と す る 。  

③のラベルには、食品表示ラベルを含む。  

３  会 議 費  

① 会 場 借 料  

② 会 場 備 品 等 借 料  

③ 資 料 印 刷 費  

①の会場借料の交付対象となる会場の借用期間は、会

議及びその前後における設営等の時間のみとする。な

お、民家等での開催係る借料は交付対象外とするが、民

泊等の用に供しているなど、通常の利用状況において利

用料等が設定されている場合は、この限りでない。  

４ 展示会等出展経費  

 

①物品、装飾等輸送料  

②出展旅費（交通費及び

宿泊費）  

展示会等出展経費は、新商品の評価（アンケート調査

等）を行う場合に限り、交付対象とする。  

②の交通費及び宿泊費は実費とし、その上限額  

は、事業実施主体が実施計画書を提出する市町の職員に

係る旅費等に関する規定によるものとする。また、当該

事業がなかったときには生じない旅行であるときに限

り交付の対象とする。  



  

 

５  販売促進資材等の作

成に係る経費  

① デ ザ イ ン 委 託 費  

②印刷費  

③動画等制作費  

④ホームページ制作費  

⑤消費者の利用シーンを

提示するための資料の作

成費 

 

①の委託費の総額は、交付対象事業費の1/2を超 

えてはならない。  

②の印刷費の総額は、交付対象事業費の 1/4を超 

えてはならない。  

 なお、作成数量は、次のア又はイのいずれか少ない数

を上限とする。  

ア  事業実施年度における商品の製造予定数に事業

実施年度の翌年度における商品の製造予定数の２分の

１を加えた数  

イ 1,000部 

６  専門家等への相談に

係る経費  

①旅費（交通費及び宿泊

費） 

②報償費  

 

①の交通費及び宿泊費は実費とし、その上限額  

は、事業実施主体が実施計画書を提出する市町の職員に

係る旅費等に関する規定によるものとする。また、当該

事業がなかったときには生じない経費であるときに限

り交付の対象とする。  

７ その他 

会長が特に必要と認

めるもの  

 

 

交付の対象

としない経

費 

１  消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額  

事業実施主体が簡易課税事業者又は免税事業者であ

る場合を除く。  

２  事業実施主体の活動

及び連携先との連携に

係る経費  

①人件費  

②交通費  

③宿泊費  

 

事業実施主体の活動に係る経費には、本事業の業  

務（資料の整理・収集、調査の補助等）を実施するため

に雇用した者に支払う経費、拠点となる事務所加工施設

の借上費、通信費を含む。  

 

３ 展示会等出展経費  

 

出展小間代（ブース料）は交付の対象としないが、物

品、装飾等の輸送料及び出展に係る旅費は交付の象とす

る。 

 

４ 飲食費 連携先が原材料となる農林水産物等の試食、試作  

品の試食に付随する食品など、特に必要と認められると

きは、必要最小限の範囲において交付の対象とする。  



  

その他 

①交付決定の前に発 生

した経費  

②本事業の実施に要 し

た経費であることを 証

明できない経費  

③事務用機器に係る経費  

 

①については、第10条第１項のただし書により交付決

定の前に着手した場合を除く。  

 

 

 

 

 

 

注）交付対象経費の各経費に係る備考欄の制限を超える経費及び交付の対象としない経

費は、事業費として計上してはならないものとする。  


